
議題第４２号

県立高等学校の専門教育に関する各教科・科目の標準単位数の
告示について

１ 告示の理由

高等学校学習指導要領の改正（平成３０年文部科学省告示第６８号）に伴
い、県立高等学校の専門教育に関する各教科の科目名が変更され、新たにそ
の科目ごとに、県教育委員会が標準単位数（一週の授業時数）を定めたので
告示するものである。

２ 告示の内容

県立高等学校の専門教育に関する各教科の科目について、新学習指導要領
に基づく１２教科２１６科目の名称及びその標準単位数
（例）

現 行 改 正
教科 科 目 標準単位数 教科 科 目 標準単位数
農業 農業と環境 ２～６ ⇒ 農業 農業と環境 ２～６

課題研究 ２～６ 課題研究 ２～６
総合実習 ２～８ 総合実習 ４～９

農業情報処理 ２～６ 農業と情報 ２～６

３ 施行期日

平成３４年４月１日
ただし、福祉、体育、音楽及び美術の項については、平成３１年４月１日

４ 現告示の廃止

県立高等学校の専門教育に関する各教科・科目の標準単位数（平成２２年
宮崎県教育委員会告示第３号）」は、平成３４年３月３１日限り、廃止する。
ただし、福祉、体育、音楽及び美術の項については、平成３１年３月３１日
限り、廃止する。

（参考）今後の学習指導要領改訂に関するスケジュール

３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度
（2018） （2019） （2020） （2021） （2022）

新学習指導要 移行期間 ３４年度以降
領説明会等で 年次進行で実施
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